
議案第91号 

 

三朝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

 

 次のとおり三朝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正すること

について、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項に規定により、本議会の議決

を求める。 

 

平成27年12月10日 

 

三朝町長 吉 田 秀 光 

 

 

 

 

 

 

 

 

三朝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例 

 

三朝町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づ

く個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例（平成27年三朝町条例第22号）の

一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動項」という。）に対応

する同表の改正後の欄中項の表示に下線が引かれた項（以下「移動後項」という。）が存

在する場合には、当該移動項を当該移動後項とし、移動後項に対応する移動項が存在しな

い場合には、当該移動後項（以下「追加項」という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（項の表示及び別表の表示を除く。）を当該

改正部分に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（項の表示、追加項及び別表

の表示を除く。）に改める。 

次の表の改正前の欄中別表の表示に下線が引かれた別表（以下「移動別表」という。）

に対応する次の表の改正後の欄中別表の表示に下線が引かれた別表（以下「移動後別表」

という。）が存在する場合には、当該移動別表を当該移動後別表とし、移動後別表に対応

する移動別表が存在しない場合には、当該移動後別表を加える。 

 



改正後 改正前 

  

（個人番号の利用に係る事務） （個人番号の利用に係る事務） 

第４条 法第９条第２項の条例で定める事務

は、別表第１のとおりとし、同表の左欄に

掲げる機関は、同表の右欄に掲げる事務の

処理に関して保有する特定個人情報ファイ

ルにおいて個人情報を効率的に検索し、及

び管理するために必要な限度で個人番号を

利用することができる。 

 

第４条 町長は、法別表第２の第２欄に掲げ

る事務を処理するために必要な限度で同表

の第４欄に掲げる特定個人情報であって自

らが保有するものを利用することができ

る。ただし、法の規定により、情報提供ネ

ットワークシステムを使用して他の個人番

号利用事務実施者から当該特定個人情報の

提供を受ける場合は、この限りではない。 

２ 町長は、法別表第２の第２欄に掲げる事

務を処理するために必要な限度で同表の第

４欄に掲げる特定個人情報であって自らが

保有するものを利用することができる。た

だし、法の規定により、情報提供ネットワ

ークシステムを使用して他の個人番号利用

事務実施者から当該特定個人情報の提供を

受ける場合は、この限りではない。 

 

３ 略 ２ 略 

  

（特定個人情報の提供） （特定個人情報の提供） 

第５条 法第19条第９号の条例で定める特定

個人情報を提供することができる場合は、

別表第２の第１欄に掲げる機関が、同表の

第３欄に掲げる機関に対し、同表の第２欄

に掲げる事務を処理するために必要な同表

の第４欄に掲げる特定個人情報の提供を求

めた場合において、同表の第３欄に掲げる

機関が当該特定個人情報を提供するとき。 

第５条 法第19条第９号の条例で定める特定

個人情報を提供することができる場合は、

別表の第１欄に掲げる機関が、同表の第３

欄に掲げる機関に対し、同表の第２欄に掲

げる事務を処理するために必要な同表の第

４欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた

場合において、同表の第３欄に掲げる機関

が当該特定個人情報を提供するとき。 

２ 略 ２ 略 

  

別表第１（第４条関係）  

機関 事務  



町長 １ 社会福祉法人等に

よる生計困難者に対

する介護保険サービ

スに係る利用者負担

額軽減に関する事務

であって規則で定め

るもの 

２ 療育手帳に関する

事務であって規則で

定めるもの 
 

  

別表第２（第５条関係） 略 別表（第５条関係） 略 

  

   附 則 

この条例は、平成28年１月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


